
�愛媛県告示第１１２９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び宇

和島市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国明治株式会社

宇和島市伊吹町１５３０番地

取締役社長 滝井 完造

２ 事業場の名称及び所在地

四国明治株式会社

宇和島市伊吹町１５３０番地

３ 特定施設に関する事項

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の

許可申請の概要………………………………………………………７４３

○ 介護機関の指定………………………………………………………７４４

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定………………………………７４４

○ 介護機関（居宅介護支援事業者）の指定…………………………７４５

○ 介護機関（居宅介護事業者）の変更………………………………７４５

○ 介護機関（居宅介護支援事業者）の変更…………………………７４６

○ 介護機関（居宅介護事業者）の休止の届出………………………７４６

○ 介護機関（居宅介護支援事業者）の休止の届出…………………７４６

○ 介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出………………………７４６

○ 土地改良区の定款変更の認可………………………………………７４７

○ 市営土地改良事業の施行の同意……………………………………７４７

○ 町営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧………………………７４７

○ 土地改良事業の工事完了の届出……………………………………７４７

○ 県営土地改良事業の工事の完了……………………………………７４７

○ 兼用工作物の管理の方法について…………………………………７４７

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可…………………………………７４７

○ 道路の区域変更（県道上猿田三島線）……………………………７４８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………７４８

○ 道路の区域変更（県道落合久万線）………………………………７４８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………７４８

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………７４９

○ 都市計画事業の認可…………………………………………………７４９

公 告

○ パーソナルコンピュータの購入……………………………………７４９

雑 報

○ 宅地建物取引主任者資格試験の実施について……………………７５０

○ 公示による通知………………………………………………………７５０

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

平成１４年６月７日金曜日 第１３６２号

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。）別表第１第４号 ニ湯煮
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１２，０００袋処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後２日

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使
用時間 １０時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．６～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０

最大 ３．０

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 ０．１

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５

最大 ４０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ８０

毎週（火・金）曜日発行 第１３６２号 平成１４年６月７日愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１１３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により、介護機関を次のように指定した。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６０

最大 ９０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 １２．０

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 １．０

最大 ４．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５５０

最大 ６００

備考 この他に、雨水排水口が３箇所ある。

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

介護老人保健施
設 アンジュ

医療法人
里 久 会

喜多郡五十崎町平岡１３
３

平成
１４．２．２８

介護老人保健施
設 くりのみ館

医療法人社団
栗整形外科病院

伊予三島市中之庄町３９
３番地１

平成
１４．４．１２

木 原 病 院 医療法人
聖 ル カ 会

今治市別宮町三丁目７
番地の８

平成
１４．４．１

菅 病 院 医療法人
圭泉会 菅病院

今治市南日吉町二丁目
３番２１号

平成
１４．５．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人 里久会 喜多郡五十崎町平岡甲１３５
－１ 介護老人保健施設アンジュ 喜多郡五十崎町平岡甲１３３ 平成１４．２．２８

有限会社 ひろ調剤薬局 松山市北斎院町９２８－２ 有限会社ひろ調剤薬局
田窪駅前店 温泉郡重信町田窪２０２７ 平成１３．１２．１

医療法人
波止浜内科・外科 今治市地堀五丁目２－１ 波止浜内科・外科 今治市地堀五丁目２－１ 平成１３．１２．１

日興建設株式会社 越智郡菊間町浜２１０番地２ ニッコーケアサービス 越智郡菊間町浜２１０番地２ 平成１４．３．１５

宇和島ハイヤー株式会社 宇和島市丸之内一丁目１番
７号 宇和島介護サービス 宇和島市恵美須町一丁目６

番１８号 平成１４．３．１８

社会福祉法人 エンゼル 伊予郡松前町北川原３３番地
１ ヘルパーステーション玉泉 伊予郡松前町北川原３３番地

１ 平成１４．３．１８

有限会社 萩の台 新居浜市萩生１３０番地の５７ カミングケアステーション 新居浜市萩生１３０番地の５７ 平成１４．３．１

株式会社 グリップ 今治市室屋町一丁目２番地
３ グリップ大西 越智郡大西町九王甲１５２０ 平成１４．４．１

社会福祉法人
長浜町社会福祉協議会

喜多郡長浜町長浜甲４８０番
地の３

長浜町デイサービスセンタ
ー指定通所介護事業所

喜多郡長浜町柴甲１４０２番地
３ 平成１４．４．１

社会福祉法人 陽成会 越智郡朝倉村朝倉下乙１０２
番２ リーフガーデンあさくら 越智郡朝倉村朝倉下乙１０２

番地２ 平成１４．４．１０

合資会社 あい愛ライフ 伊予郡中山町出渕２番耕地
４４の３ あい愛ライフ 伊予郡中山町出渕２番耕地

４４の３ 平成１４．５．１

有限会社 オフィスワン 新居浜市篠場町１０番２３号 デイサービスみどり 宇摩郡土居町上野２１６２番地
１ 平成１４．４．１９

	
	
	
	
	
	
	


愛 媛 県 報平成１４年６月７日 第１３６２号

７４４



�愛媛県告示第１１３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の名称及び居宅

介護事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社 別当 宇和島市別当五丁目３番２
号

有限会社別当
ヘルパーこでまり

宇和島市別当五丁目３番２
号 平成１４．４．２６

有限会社
コミュニティーハウス 北条市北条５８８番地３ グループホーム・

コミュニティーハウス北条 北条市北条５８８番地３ 平成１４．４．２６

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号

訪問看護ステーションたか
つ 新居浜市高津町３番２０号 平成１４．５．２

社会福祉法人
恩賜財団済生会支部愛媛県
済生会

松山市大手町二丁目６番２３
号

済生会今治訪問介護事業所
さいせい

今治市喜田村七丁目２番４１
号 平成１４．５．２

医療法人 サマリヤ会 伊予市米湊２６６番地１ 木村脳神経外科 伊予市米湊２６６番地１ 平成１２．６．１

西海町 南宇和郡西海町船越１２８９番
地１ 西海町指定通所介護事業所 南宇和郡西海町樫月２１２番

１ 平成１４．５．１

医療法人 圭泉会 菅病院 今治市南日吉町二丁目３番
２１号 菅病院 今治市南日吉町二丁目３番

２１号 平成１４．５．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 萩の台 新居浜市萩生１３０番地の５７ カミングケアステーション 新居浜市萩生１３０番地の５７ 平成１４．３．１

医療法人 補天会 今治市米屋町三丁目１番地
１５ 医療法人補天会 光生病院 今治市室屋町三丁目２番地

１０ 平成１４．４．１

医療法人 友和会 北宇和郡広見町近永１５１７番
地３

指定居宅介護支援事業所た
んぽぽ

北宇和郡広見町近永５７４番
地 平成１４．４．１２

社会福祉法人
吉田町社会福祉協議会

北宇和郡吉田町東小路甲５８
番地５

吉田町社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所

北宇和郡吉田町東小路甲５８
番地５ 平成１４．４．１

株式会社 青い鳥 新居浜市久保田町三丁目９
番２５号

指定居宅介護支援センター
青い鳥

新居浜市久保田町三丁目９
番２５号 平成１４．４．１５

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号

指定居宅介護支援センター
たかつ 新居浜市高津町３番２０号 平成１４．５．２

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
介護機器のイトウ株式会社

今治市蒼社町二丁目２番３
号

（変更後）
介護機器のイトウ株式会社

今治市蒼社町二丁目２番３
号 平成１４．２．１

（変更前）
介護機器のイトウ有限会社

（変更前）
介護機器のイトウ有限会社

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


愛 媛 県 報平成１４年６月７日 第１３６２号
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�愛媛県告示第１１３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の名称及び

居宅介護支援事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように休止した旨の届出があった。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように休止した旨の届出があった。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
介護機器のイトウ株式会社

今治市蒼社町二丁目２番３
号

（変更後）
介護機器のイトウ株式会社

今治市蒼社町二丁目２番３
号 平成１４．２．１

（変更前）
介護機器のイトウ有限会社

（変更前）
介護機器のイトウ有限会社

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

三崎町 西宇和郡三崎町三崎６９２番
地

三崎町国民健康保険三崎診
療所

西宇和郡三崎町三崎６９２番
地 平成１４．４．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

三崎町 西宇和郡三崎町三崎６９２番
地

三崎町国民健康保険三崎診
療所

西宇和郡三崎町三崎６９２番
地 平成１４．４．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

国 延 益 弘 今治市地堀五丁目２－１ 波止浜内科・外科 今治市地堀五丁目２－１ 平成１３．１１．３０

株式会社
渦潮ウェルフェアーサービ
ス

越智郡大西町九王甲１５２０ 渦潮ウェルフェアーサービ
ス 越智郡大西町九王甲１５２０ 平成１４．３．３１
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�愛媛県告示第１１３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、新居浜市治良丸土地改良区の定款の変更を認可した

。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１１３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、伊予市から協議のあった市営土地改良事業（た

め池等整備事業・北谷地区）の施行に平成１４年５月２４日同意

した。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１１４０号
瀬戸町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・大江地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・大江地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１４年６月１０日から７月５日まで

３ 縦覧場所

瀬戸町役場


	
	
	

�愛媛県告示第１１４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、朝倉村から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１１４２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４３号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定によ

り、堤防と道路との兼用工作物の管理方法について、次のと

おり協議が成立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局丹原土木

事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川新川水系内川

２ 河川管理施設の名称又は種類

内川左岸堤防

３ 河川管理施設の位置

周桑郡丹原町大字池田１４５１番地５地先から同町大字願連

寺３７７番地３地先まで

４ 管理を行う者の氏名及び住所

道路管理者 丹原町

周桑郡丹原町大字池田１７３３番地１

５ 管理の内容

 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路

肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設

又は工作物で、別図に茶色で着色したものをいう。以下

同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、

改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、別図に緑色に着色した区域内の

ものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

６ 管理の期間

平成１４年６月７日から道路の存続する日まで


	
	
	

�愛媛県告示第１１４４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西条市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１４年６月７日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

今治造船株式会社

愛媛県今治市小浦町一丁目４番５２号

代表者 代表取締役 �垣俊幸
愛媛県今治市小浦町一丁目２番４５号

２ 埋立区域

 位置

愛媛県西条市ひうち字西ひうち７番６地先公有水面

� 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�点
と�点とを結ぶ昭和５５年６月１４日付け愛媛県指令５０港第
６１号でしゅん功認可された埋立地の陸地と公有水面との

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

土地改良総合整備事業 万丁地区 平成１２年３月２４日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 峠地区 平成１４年３月１９日
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境界線（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．３１メートルにより決定）によ

り囲まれた区域

基点（愛媛県西条市玉津字西鱶之洲７３７番地の３０に設

置された金属鋲）は、北緯３３度５６分０３．５９８４０秒、東経１

３３度１１分３０．５２４４８秒の地点

�点は、基点から１８度１０分１，１８３．８４０メートルの地点
�点は、�点から８０度００分２９．９９０メートルの地点
�点は、�点から３５０度００分１６５．５５２メートルの地点
�点は、�点から２５４度０３分４４４．０２５メートルの地点
�点は、�点から１６４度０３分３５．０１７メートルの地点

�点は、�点から２５４度０３分９４．６０５メートルの地点
�点は、�点から３４４度０３分３５．０１０メートルの地点
�点は、�点から２５４度０３分４．５００メートルの地点
�点は、�点から１６４度０３分５０．０１０メートルの地点

� 面積

２７，２２６．０９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６１年３月２８日 愛媛県指令６０港第２２８号

４ しゅん功認可年月日

平成１４年６月７日

�愛媛県告示第１１４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局伊予三島土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局伊予三島土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上猿田三島線
伊予三島市寒川町字原口２１６３番５から

同字２１３２番１地先まで

旧 ５．２～１０．２ ０．２２０

新 １０．２～２０．０ ０．２２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上猿田三島線
伊予三島市寒川町字原口２１６３番５から

同字２１３２番１地先まで
平成１４年６月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線
上浮穴郡面河村笠方１３４番３から

同村笠方１６３番３まで

旧 ３．８～９．０ ０．３３１

新 ９．８～３９．５ ０．３２４

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


愛 媛 県 報平成１４年６月７日 第１３６２号

７４８




	
	
	

�愛媛県告示第１１５０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画事業を認可した。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

西条市

２ 都市計画事業の種類及び名称

東予広域都市計画道路事業

３・５・３４ 西条駅前干拓地線

３ 事業施行期間

平成１４年６月７日から

平成２１年３月３１日まで

４ 事業地

 収用の部分

愛媛県西条市喜多川字八丁及び港字新地地内

� 使用の部分

なし

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

 件名

パーソナルコンピュータの購入

� 購入物品名及び数量

パーソナルコンピュータ（知事が指定するソフトウェ

ア一式、搬入、据付け、配線、調整等一式を含む。）

２００台

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１４年１０月１日

� 納入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「文具・事務用機器類」又

は「機械器具類」について平成１４年度の製造の請負等に係

る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者

で、次の事項に該当するもの。

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部総務室会計課調度係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２３３

�愛媛県告示第１１４９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年６月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡面河村笠方１３４番３から

同村笠方１６３番３まで
平成１４年６月７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

西局建（開）第７号

平成１４年５月２７日
西条市禎瑞字相生五番２５３番１

周桑郡小松町大字妙口甲７６６番地４
渡 部 チ エ 子

松局建（開）第５号

平成１４年５月２７日
温泉郡重信町大字横河原字前川１３１５番１及び１３１６番７

松山市六軒家町４番地２４号
東亜ホーム株式会社
代表取締役 梅 本 武 紀

公 告
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� 入札書の受領期限

平成１４年７月１７日（水）午後２時

� 入札説明書の交付方法

に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１４年７月１７日（水）午後２時

愛媛県警察本部大会議室

４ その他

 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて定めた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
 Nature and quantity of the product to be
purchased： Personal Computer ，２００ sets

� Time limit of tender：２：００p．m．，１７ July ２００２
� For further information，please contact： Supplies
Section，Finance Division，General Affairs
Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，
２―２Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７３ Japan
TEL０８９―９３４―０１１０ ext２２３３

�公 告

宅地建物取引主任者資格試験の実施について

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第１６条の２第

１項の規定による愛媛県知事の委任に係る平成１４年度宅地建

物取引主任者資格試験を次のとおり実施する。

平成１４年６月７日

財団法人 不動産適正取引推進機構

理事長 河野 正三

１ 試験の日時

平成１４年１０月２０日（日）午後１時から午後３時まで

ただし、宅地建物取引業法第１６条第３項の規定により、

国土交通大臣が指定する者が行う講習を受講し修了試験に

合格した者で、試験の一部免除を受けようとする者につい

ては、午後１時１０分から午後３時まで

２ 試験の場所

受験申込みの受付の際に指定する。

３ 受験資格

年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験すること

ができる。

４ 受験申込書の配布

 配布期間

平成１４年７月８日（月）から同年８月２日（金）まで

（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。）の午前９

時３０分から午後４時３０分まで。

� 配布場所

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和

通六丁目５番地１愛媛不動産会館２階）及び各支部（所

在については、本部に照会すること。）

なお、郵送により受験申込書を請求する場合は、封筒

の表に「宅地建物取引主任者資格試験申込書請求」と朱

書し、所要の郵便切手を貼ったあて先記入の返信用封筒

を同協会本部へ送付すること。

５ 受験申込書の受付期間

平成１４年７月２９日（月）から同年８月２日（金）までの

期間で、午前９時３０分から午後４時３０分まで。ただし、正

午から午後１時までは除く。

６ 受験申込書の提出先

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和通

六丁目５番地１愛媛不動産会館４階）に提出すること。

なお、郵送による場合は、簡易書留郵便又は配達記録郵

便で提出すること（平成１４年７月８日（月）から同年８月

２日（金）までの日付けの消印のあるものに限り有効とす

る。）。

７ 受験手数料

７，０００円

８ 問い合わせ先

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部

〒７９０―０８０７ 松山市平和通六丁目５番地１

愛媛不動産会館２階

ＴＥＬ （０８９）９４３―２１８４


	
	
	

�公示による通知
住所不明

（ただし、最後の本籍 愛媛県新居浜市泉川甲４４７４）

藤田 久子

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定

に基づき上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、

当収用委員会事務局（愛媛県土木部用地課）において保管し

てあるので、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

雑 報

愛 媛 県 報平成１４年６月７日 第１３６２号

７５０



昭和２６年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令

第５条第５項の規定により、平成１４年６月２５日を経過した時

にその書類の送達があったものとみなされます。

平成１４年６月７日

愛媛県収用委員会

会長 村 田 建 一

平成１４年５月１５日付け１４媛収第１５号審理の開催について

（審理開催の通知）

愛 媛 県 報平成１４年６月７日 第１３６２号

７５１
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